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1　はじめに
金融（Finance）と技術（Technology）を組

み合わせた造語であるフィンテックという言葉

は、すでに社会に広く浸透している。金融の世

界で急速に進むデジタル化は、金融サービスの

提供にかかる費用を低下させると同時に、伝統

的な金融機関以外にも金融サービス提供の道を

開くものである。

フィンテック企業は、デジタル技術を活用す

ることで、これまで既存の金融機関の金融サー

ビスを利用できなった人々に対して、安価な金

融サービスを直接、提供する存在と考えられて

いる。ここに、「金融のイノベーションがもたら

している重要な側面のひとつが、金融包摂の進

展である」（Beck, 2020, p. 1）といわれる理由が

ある。

一方、既存の金融機関も、フィンテック企業

を買収したり提携したりする等して、デジタル

化に対応しようとしている。その過程で、デジ

タル化に伴う問題が顕在化しつつある。銀行口

座を持つことが比較的容易な日本では、金融包

摂が自国の問題として語られることは少ない。

しかし、2019 年に日本で開催された G20 におい

て「高齢化と金融包摂」が議題となる等、日本

でも金融包摂が課題として認識されつつある。

すでにアメリカでは、金融の世界におけるデ
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ジタル化が生み出す問題についての分析や対策

が議論され始めている。その中では、全米に数

多く存在する郵便局を金融包摂の拠点にしよう

というポスタル・バンキングをめぐる議論も行

われている。本稿では、アメリカにおけるフィ

ンテック企業の銀行免許取得やポスタル・バン

キングに関する議論の考察を通じて、金融のデ

ジタル化が生み出す問題とフィンテック企業に

よる金融包摂の限界を明らかにする。その上で、

既存の金融機関がデジタル化だけでなく金融包

摂の圧力にも直面していることを指摘する。

2　フィンテック企業による銀行免許の取得
「銀行業と商業の分離」（separation of banking 

and commerce）が銀行制度の歴史的原則とされ、

異業種の銀行業参入が厳しく制限されてきたア

メリカにおいて、近年、一部のフィンテック企業

が銀行免許を取得している 1）。これまでに、デジ

タル・バンクの Varo Money とマーケットプレ

イス・レンデダーの LendingClub が通貨監督局

（Office of the Comptroller of the Currency；以下 

、OCC）より国法銀行免許を取得し、モバイル

決済の Square が銀行と同様の業務に従事できる

ILC（Industrial Laon Companies）免許を取得

した 2）。また、マーケットプレイス・レンデダー

の SoFi も国法銀行免許の予備的認可を得て開業

に向けた準備を進めている。さらに 2021 年には、

Anchorage Trust Company 等、暗号資産カス

トディアンの 3 社が OCC から国法信託銀行免

許の予備的認可を得た 3）。

フィンテックという言葉自体は古くから存在

していたといわれているが、それが注目される

ようになったのは、2008 年の金融危機以後の

ことである。Imerman and Fabozzi （2020）は、

2008 年を境にフィンテックの世界で生じた変化

について、「技術」「人」「組織」の 3 つの側面か

ら説明をしている。まず「技術」の面では、AI

等に代表される第 4 次産業革命とよばれるよう

な技術革新が起こった。また「人」の面では、

金融危機をきっかけに既存の金融機関に対する

人々の不信が高まった。さらに「組織」の面では、

既存の金融機関が新しい技術を導入することに

後ろ向きであったのに対し、多くのスタートアッ

プを含むテック企業が、利用者に直接、金融サー

ビスを提供するようになった。これら 3 つの側

面で生じた変化が重なり、フィンテックが一気

に注目を集めるようになったのである。

金融危機以後、急速に台頭してきたフィンテッ

ク企業は、当初、既存の金融機関を代替するディ

スラプターと位置付けられていた。しかし、実

際には多くのフィンテック企業が、既存の金融

機関と提携を結んだり買収されたりしている。

今回、銀行免許を取得したデジタル・バンクや

マーケットプレイス・レンダーも、これまで銀

行と提携することで利用者にサービスを提供し

てきた。そうした中で、資金調達や提携にかか

る費用が嵩むようになり、一部の比較的規模の

大きなフィンテック企業が自ら銀行免許の取得

に乗り出したのである。また、暗号資産カスト

ディアンに関しては、連邦レベルの免許を取得

することにより、全米での業務展開が可能にな

るという利点があるが、それ以上に、未だ社会

的評価が確立したとはいえない分野にあって、

銀行免許を取得することで、お墨付きを得たい

との思惑がある。こうした銀行免許取得の動き

は、金融システムの周縁に位置するフィンテッ

ク企業が、その中核へと組み込まれることで生

き残りを図ろうとするものといえる。

ここで注目すべきは、銀行免許を取得したフィ

ンテック企業が、その主要な目的のひとつとし

て、金融包摂を掲げていることである。金融包

摂とは、「金融排除の対概念で、金融排除を解消
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し、適切な金融サービスを人々に提供すること」

（小関、2020、p. 6）である。ここでいう「金融

排除」には、金融サービスを利用できないよう

にするというだけでなく、適切な金融サービス

を提供しないという意味も含まれている。

金融排除の例として、かつてアメリカでは、

金融機関が融資のリスクが高い特定の地域を赤

線で囲む、いわゆるレッドライニングが問題と

なり、1977 年に地域再投資法（CRA）が制定

されたことはよく知られている 4）。そして近年、

アメリカで注目を集めているのが、アンバンク

トおよびアンダーバンクトとよばれる人々の存

在である 5）。FDIC（2020）は、銀行やクレジット・

ユニオンに当座預金もしくは普通預金の口座を

誰も持っていない世帯を「アンバンクト」と定

義し、2019 年にはアメリカの世帯の 5.4％がこ

の状態にあったと推計している。また、FDIC

（2018）は、銀行に口座を持つものの、主に次節

で取り上げる代替金融サービスとよばれる銀行

以外の業者が提供するサービスを利用する世帯

を「アンダーバンクト」と定義し、2017 年には

アメリカの世帯の 18.7％がこの状態にあったと

している。

これまでの各種調査では、アンバンクトに位

置づけられる世帯は、一般的に黒人やヒスパニッ

ク系が多く、収入や学歴が低いという特徴が指

摘されている。一方で、アンダーバンクトに関

しては、必ずしも特定の人種や低収入の世帯と

いう訳ではなく、その行動は銀行口座を持つ世

帯に類似しているとの指摘もある 6）。また、フィ

ンテック企業の台頭により、銀行以外の業者が

提供する金融サービスを利用する機会が増えて

いることから、アンダーバンクトを定義するこ

と自体に批判もある 7）。なお、FDIC（2020）で

は、「アンダーバンクト」という言葉は使われて

いない。

FDIC（2020）によると、銀行口座を持たない

理由のうち最も多かったのが、「最低残高を満た

すための十分なお金を持ってない」というもの

であり、次いで「銀行を信用していない」が多

かった。その他にも、「プライバシーを守るため」、

「口座手数料が高すぎる」、「口座手数料が予測で

きない」といった理由が上位を占めている。こ

の結果は、アメリカの銀行が、利用者に一定の

口座残高や手数料を課しており、その負担に耐

えられない人々が、ある程度存在していること

を示している。

伝統的な銀行は、物理的な店舗や人員を抱え

ているため、そこには一定の費用が生じる。他

方で、小口の取引は大口の取引と同程度の手間

と費用がかかる割に、銀行にとっての利益は少

ないとされる。そのため、次節で述べるように、

1980 年代以降、アメリカの銀行は小口の利用者

に対して費用の一部を転嫁するようになった。

それが、口座の最低残高や手数料という形で具

体化されている。さらに、こうした手数料等の

内訳や課されるタイミングが不透明であること

が、利用者の銀行に対する不満に拍車をかけて

いる。実際、アンバンクトのうち 50.4％は、過

去に銀行口座を持っていたことがあると回答し

ており、銀行が利用者のニーズを十分に満たし

ていない現状が窺える。

こうした現状を踏まえて、一部のフィンテッ

ク企業は、デジタル技術を活用することで、既

存の銀行を利用できない、もしくは既存の銀行

に対して不満を持つ人々のニーズに応えようと

している。Varo Money の創業者である Colin 

Walsh は、利用者に高い手数料を課す既存の銀

行を厳しく批判した上で、自分たちは同じサー

ビスを伝統的な銀行よりも、はるかに少ない費

用で提供できるとし、「技術を活用することで

人々の日々の金銭的な問題を解決する、よりよ
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い銀行が世の中に必要」8）であると述べている。

Walsh がいうように、デジタル技術を活用する

ことで、物理的な店舗や人員を最小限に抑える

ことができるフィンテック企業のビジネスモデ

ルには、手数料等を容易に削減できる費用構造

が内在されている。これにより、小口の利用者

に対して、安価な金融サービスを提供すること

が可能になる。フィンテック企業は、銀行免許

の取得にあたって、こうした可能性を強調して

いるのである。

フィンテック企業の動きを規制当局の一部も

後押ししている。特に OCC は、2016 年 12 月に

フィンテック企業に対して特別目的国法銀行免

許を付与する構想を打ち出す等、利用者のニーズ

を満たすイノベーションを支援する姿勢を鮮明

にしている。一方で、OCC が預金を受け入れな

い金融機関に銀行免許を付与することについて

は、一部の州の金融当局や銀行法学者等から批

判を受け訴訟にもなっている。それでもOCCは、

フィンテック企業に対する国法銀行免許の付与

が、金融包摂の促進につながるとしている 9）。

以上のように、すべてのアメリカ国民が、銀

行のサービスに等しくアクセスできるわけでは

ないという現状にあって、金融危機を境に台頭

してきたフィンテック企業は、デジタル技術の

活用による金融包摂という社会的役割をも期待

されているのである。

3　代替金融サービスと「銀行の砂漠」
前節で述べたように、フィンテック企業によ

る銀行免許取得の動きの背景には、銀行に口座

を持てないアンバンクト、あるいは銀行以外

の業者が提供する金融サービスを利用するアン

ダーバンクトとよばれる人々の存在があった。

銀行が小口の利用者に対して高い手数料等を

課すようになったのは、1980 年代以降の金融自

由化がきっかけであるとされている。1960 年代

以降の急激なインフレーションにより、ディス

インターミディエーションとよばれる事態が深

刻化したことから、連邦準備制度理事会（FRB）

は、段階的に預金金利の上限規制を緩和し、

1983 年には預金金利規制の完全自由化が実現し

た。その結果、競争の激化と収益環境の悪化に

直面した銀行は、手間と費用のかかる小口の取

引に対して、様々な手数料等を課すようになっ

た 10）。

そして、こうした手数料等を負担できない利

用者は、結果的に銀行のサービスにアクセスす

ることが困難になった。そうした人々が、銀

行の代わりに利用したのが代替金融サービス

（Alternative Financial Services； 以 下、AFS）

とよばれるものであった 11）。具体的には、マネー

オーダー、小切手の換金、国際送金、ペイデイロー

ン、還付金を見越した融資（refund anticipation 

loans）、購入選択権つきレンタル（rent-to-own 

services）、質屋による融資、自動車の所有権を

担保とする融資（auto title loans）等である。

紙幅の関係上、個々の AFS の特徴については

割愛するが、小口の換金や送金、融資等にあたっ

て、時には年利数百パーセントに相当する高い

手数料が課されるという特徴がある 12）。この特

徴ゆえに AFS は、批判の的になることも多いが、

銀行に口座を持てない人々が一定数存在すると

いう現実がある以上、その存在もまた是認せざ

るを得ない側面がある。AFS が、利用者の金銭

的な問題を悪化させるのか、あるいは緩和する

のかという、いわゆる「大きな問い」に対する

見方の違いは、各州における規制の違いにも表

れている 13）。

AFS の利用者の中には、銀行に口座を持つに

もかかわらず、あえてそれを利用する人々もい

る。アンダーバンクトとよばれる人々である。
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彼らが銀行ではなく AFS を利用する理由につ

いて、実際に AFS を提供する業者で従業員と

して働きながらその実態を調査したペンシルバ

ニア大学の Lisa Servon の著書の中では、「彼ら

が、RiteCheck（小切手換金業者の名前－引用

者）が地元の銀行よりも安価であることに気づ

き、その透明性と利便性に価値を見出している」

（Servon, 2017, p. 7）という業者の言葉が紹介さ

れている。利用者の一部が AFS の手数料が年

利いくらに相当するのかを誤って理解している

という指摘もあるが、AFS が銀行に不満を持つ

人々の受け皿となっている事実は否定し難い。

さらに近年、AFS を提供する業者の地理的特

性を明らかにしようとする研究が進められてお

り、AFS が利用される理由のひとつとして、「銀

行の砂漠」（bank deserts）とよばれる現象の存

在が指摘されるようになっている。

1980 年代以降の金融自由化のプロセスにおい

て、アメリカの銀行制度を特徴づけてきた州際

業務規制についても緩和が進み、1994 年のリー

グル・ニール州際および支店銀行業務効率化法

の成立をもって、州際業務規制は事実上、廃止

された。そして図 1 にあるように、1980 年代の

後半以降、アメリカでは銀行の合併件数が増加

し、銀行免許の認可件数を大幅に上回るように

なった。特に、2008 年の金融危機以降は、銀行

免許の認可件数がゼロの年もあり、その結果、

アメリカの銀行数は減少の一途をたどっている。

銀行自体の数が減少する一方で、図 2 にある

ように、銀行の支店数については 2009 年まで増

加を続けた。しかし、こちらも 2010 年からは減

少に転じ、2009 年に 8 万 5,582 あった銀行の支

店数は、2020 年には 7 万 4,949 にまで減少して

いる。銀行は、賃貸料や人件費等がかかる物理

的な支店、とりわけ収益性の低い支店を閉鎖す

ることで、収益の改善を図ろうとしているとい
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われている。そして、インターネット・バンキ

ングやモバイル・バンキングの普及が、こうし

た動きを後押ししている。現在、あらゆる金融

機関がデジタル化の圧力に直面しており、銀行

によるこうした圧力への対応が、一方では支店

数の減少という形で表れているのである。

支店の閉鎖は、当然、インターネットやスマー

トフォンを利用しない人々の銀行へのアクセス

を制限することにつながる。さらに、銀行の支

店の閉鎖が、特定の地域に集中しているという

指摘がなされている。銀行の支店が閉鎖された

結果、一定の範囲内に銀行の支店が存在しなく

なった地域を「銀行の砂漠」という 14）。そして、

この「銀行の砂漠」は、黒人やヒスパニック系、

低所得の人々が多く住む地域、もしくは農村部

に多く見られるとされている。こうした地域に

立地する銀行の支店の収益性は低いと考えられ

るため、閉鎖の対象になりやすいということが

容易に想像できる。

この「銀行の砂漠」とよばれる地域に、AFS

を提供する業者が進出するという仮説を「空間

空白仮説」（spatial void hypothesis）といい、

近年、この仮説の検証が進められている。この

仮説が正しいとすれば、銀行の支店の閉鎖によ

り生じた金融サービスの空白地帯を、AFS がカ

バーしているということになるかもしれない。

この仮説を支持する研究がある一方で、AFS を

提供する業者の多くは、銀行の支店が多い地域

に存在しているとして、この仮説を否定する研

究もあり、まだ結論には至っていない 15）。

このように、デジタル化の進展は、一方では

銀行の支店の閉鎖とそれに伴う「銀行の砂漠」

とよばれる問題を引き起こしている。前節で述

べたように、フィンテック企業には、AFS を利

用する人々に対して安価なサービスを提供する

金融包摂が期待されている。これはフィンテッ

ク企業が、デジタル技術を活用することで、物

理的な店舗や人員を最小限に抑えることで初め

て可能となる。したがって、フィンテック企業に銀

行免許を付与するだけでは、「銀行の砂漠」とよ

ばれるような問題の解決にはつながらない 16）。 

ここに、フィンテック企業による金融包摂の限

界がある。
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図2　商業銀行の支店数の推移

（出所）FDIC, BankFind Suite: Find Annual Historical Bank Data（https://banks.da-
ta. fdic.gov/bankfind-suite/historical）より筆者作成。
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4　ポスタル・バンキング
フィンテック企業に対して金融包摂を期待す

る声がある一方で、フィンテック企業に対する

銀行免許の付与については反対の声も根強い。

2021 年 4 月 15 日には、議会下院の金融サービ

ス委員会において、「銀行業務のイノベーション

か、それとも規制の回避か？金融機関の認可に

関する最新動向を探る」と題する公聴会が開催

された 17）。そこで証言者の多くが、フィンテッ

ク企業に対する銀行免許の付与について懸念を

表明し、そのうち数名が、ポスタル・バンキン

グによる金融包摂に言及した。

アメリカでは、1910 年に創設された郵便貯金

制度が 1967 年に廃止され、現在、アメリカ郵

便事業庁（United States Postal Service; 以下、

USPS）が扱う金融サービスは、マネーオーダー

や外国為替等、ごく一部に限られている。この

USPS に小口の預金の受け入れや融資等を扱う

権限を付与し、全米の郵便局を通じてそうした

サービスを提供しようというのがポスタル・バ

ンキングの考え方である 18）。この考えは、カリ

フォルニア大学（現在）の Mehrsa Baradaran

らの提唱により学術的関心を集めるようになり、

Bernie Sanders や Elizabeth Warren と い っ た

民主党の一部の政治家によって支持されるよう

になった。

ポスタル・バンキングが、金融包摂に有効で

あるとされるのには、以下のような理由がある。

まず、ポスタル・バンキングの代表的提唱者の

ひとりである Baradaran は、USPS が利益の追

求のみを目的とした組織ではない点を随所で強

調している。利益の追求のみを目的とする組織

でないからこそ、利用者に対して実際の費用だ

けを請求できるのであって、これは金融包摂を

成功させる前提であるとする（Baradaran, 2015, 

p. 217）。その上で、当局が貧困層のニーズを

満たすために、利益の獲得競争にさらされてい

る銀行等を当てにしているのであれば、それは

本質を見誤っていると述べている（Baradaran, 

2014, p. 174）。

また、全米に 3 万以上存在する郵便局が、金

融包摂の拠点になるとの見方もある。ミシガン

大学の研究者らによる 7 万 3,056 の国勢統計区

を基にした分析では、郵便局が存在する区のう

ち 24％の区にはコミュニティ・バンク 19）の支

店もクレジット・ユニオンの支店も存在しない

という結果が出ている（表 1）。デジタル化の進

展により、ますます銀行の支店が減少し、「銀行

の砂漠」とよばれる問題が深刻になることが予

想される中で、その存在が収益に左右されにく

い郵便局に、金融包摂の拠点としての役割を期

待する声が高まりつつある。

表 1　国勢統計区における郵便局とコミュニティ・バンクおよび
クレジット・ユニオンの支店の立地状況

郵便局が存在する
（区の数＝ 2 万 1649）

郵便局が存在しない
（区の数＝ 5 万 1407）

コミュニティ・バンクの支店が存在する 31% 10%

コミュニティ・バンクの支店が存在しない 69% 90%

クレジット・ユニオンの支店が存在しない 75% 81%

コミュニティ・バンクの支店もクレジット・
ユニオンの支店も存在しない 24% 50%

（出所）Friedline et al. （2021）, p. 5 より筆者作成。
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一方で、USPS の立場からすると、ポスタ

ル・バンキングには別の狙いもある。それは、

USPS が構造的に抱える財務の問題の立て直し

である。USPS は、2007 年度から 2020 年度にか

けて 870 億ドルの純損失を計上し、2020 年度末

時点で 1,880 億ドルの負債を抱えている。USPS

の財務における最大の問題は、2006 年に成立し

た郵便改革法により、退職者医療給付基金に事

前の積立を行わなければならないという点にあ

るが、郵便物の減少とそれに伴う収入の減少と

いう問題も抱えている。GAO （2021）は、現在

の USPS のビジネスモデルは存続不可能であり、

現在のままでは、財務を立て直せる可能性は、

ほぼないと結論付けている。

これまでに USPS は、拠点の閉鎖や郵便局の

営業時間の短縮といった対策を講じようとして

きているが、議員や組合、地元の住民等の反対

に遭遇し、思うように進んでいない。そして、

ポスタル・バンキングも、こうした USPS の

財務の問題への対策のひとつと位置づけられて

いる。2014 年に USPS の監察総監室（Office of 

Inspector General; 以下、OIG）は、「十分なサー

ビスを受けていない人々に対するノンバンク金

融サービスの提供」と題する白書を公表し、仮

に AFS を利用するために支払われている手数料

や利息の 10％が郵便局に支払われるとすると、

新たに 89 億ドルの収入がもたらされるとしてい

る（OIG, 2014, p. 16）。

しかし、こうした USPS の姿勢は、先に述べ

た、利益のみを追求する組織でないということ

が金融包摂の前提であるする考え方とは矛盾す

る可能性がある。Baradaran は、ポスタル・バ

ンキングは郵便局を助けることではなく、あく

まで信用へのアクセスを平等にすることが目的

であると指摘し、OIG の白書には「『金融サービ

スの提供が、大きな新しい収入をもたらす可能

性がある』という困った記述がある」（Baradaran, 

2014, p. 175）と批判している。さらに、郵便局

も閉鎖を迫られているという事実が無視されて

いるといった批判や、新たなサービスに乗り出

すことで、収入を上回る費用の負担が生じると

いう指摘もある 20）。

こうした批判を浴びながらも、USPS はポス

タル・バンキングの実現に向けた新たな一歩を

踏み出した。報道によると USPS は、2021 年

9 月 13 日にワシントン D. C.、バージニア州の

フォールズ・チャーチ、ボルチモア、ニューヨー

ク州のブロンクスにある 4 つの郵便局において、

小切手の換金を試験的に開始した 21）。今回、こ

れら 4 つの郵便局が受け付ける小切手は、500

ドルまでの業務用小切手と給料支払い小切手の

みで、現金に換えるのではなく、デビット・カー

ドと同じように使えるギフト・カードを購入す

るという形になっている 22）。そのため、今回の

取り組みに関しては、議会から追加の権限を得

る必要はないとの理解に基づいている。

このように、今回の USPS の取り組みは、非

常に小さな一歩に過ぎないにもかかわらず、こ

の取り組みに対する反響は大きかった 23）。特に、

銀行やクレジット・ユニオンは、今回の USPS

の取り組みに対して、かつて Walmart が銀行

免許を取得しようとした時と同じような脅威を

抱いているようである。The Clearing House 

Association et al. （2021） において、業界団体が

共同でアンバンクトの比率が低下してきている

ことを強調し、新たな枠組みによる金融包摂を

批判的に検討していることは、そうした脅威を

物語っている。

Philippon（2016）は、アメリカにおける金融仲

介 1 単位当たりの費用は、過去 130 年間、おお

むね 2％のままであるとし、情報技術の向上に

よる恩恵が金融サービスの末端利用者に届いて
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いないと指摘している。また Maniff and Marsh 

（2017）は、銀行が今後も新しい技術の導入によ

る費用の削減を利用者に還元する可能性が低い

ことは、歴史的な経験が示していると述べてい

る。こうした指摘が示唆するのは、利益の獲得

競争にさらされている銀行が、自ら進んでその

利益を犠牲にしてまで金融包摂に取り組むこと

はないということである。ただし、アンバンク

トもしくはアンダーバンクトとよばれる人々が

存在する限り、銀行やクレジット・ユニオンの

抱く脅威を現実のものにしようとする動きは今

後も続くであろう。既存の金融機関は、デジタ

ル化だけでなく、金融包摂の圧力にも直面して

いる。

5　おわりに
Baradaran （2015）は、「現代のアメリカにお

ける大きな皮肉のひとつが、お金を持っていな

い人ほど、それを使うのにお金がかかることで

ある」との文章で始まる。こうした現状は、金

融自由化後のアメリカ金融システムの構造変化

が、一部の人々の排除を伴うものであったこ

とを意味している。そして、高い手数料を課す

AFS が、そうした人々の受け皿になっていると

いう現状がある。

フィンテック企業による銀行免許の取得には、

デジタル技術を活用することによって、こうし

た人々に安価な金融サービスを提供する金融包

摂という目的がある。一方で、金融の世界にお

けるデジタル化の進展は、銀行の支店数の減少

とそれに伴う「銀行の砂漠」とよばれる問題を

引き起こしており、デジタル技術の活用による

金融包摂にも限界がある。この問題は、CRA の

制定につながった、かつてのレッドライニング

とよばれるような問題とは異なり、アメリカ社

会における特殊な問題という訳ではない。デジ

タル化により生じる問題の分析は、国や地域を

問わず今後の重要な課題である。

こうした状況を踏まえて、全米に散在する郵

便局が扱う金融サービスの範囲を広げ、金融包

摂の拠点にしようというポスタル・バンキング

が一部で支持されるようになっている。しかし、

この提案の根底に USPS の財務の立て直しとい

う狙いがあるため、その実現による金融包摂に

は批判的な見方もある。とはいえ、利益の獲得

競争にさらされている既存の銀行に金融包摂は

期待できないとの見方も強く、金融包摂をめぐ

る今後の動きが注目される。

本稿で考察したフィンテック企業の銀行免許

取得や AFS の存在、ポスタル・バンキングに関

する議論は、現代のアメリカ金融システムが抱

える問題を浮き彫りにするとともに、商業上の

利益追求と金融包摂の両立が、いかに難しい課

題であるかということを改めて示している。

【注】

1）本節の記述の一部は髙山（2021）に基づいている。

なお本稿では、地名等はカタカナで表記し、組織

名や人名については原語で表記する。

2）ILC は州法免許の金融機関で、要求払い預金を

受け入れることができないという点を除き、銀行

とほぼ変わらない。しかし、銀行持株会社法にお

ける銀行の定義から除外されているため、非金融

企業であっても免許を取得することができる。現

在、ILC 免許を取得できるのは実質的にユタ州の

みである。

3）この国法信託銀行免許では、預金の受入れ等、

銀行持株会社法において銀行と定義されるような

業務を行ってはならないことになっている。

4）中本（2011）は CRA に関して、1960 年代以降

の人種差別是正運動を背景とするもので、「特殊

アメリカの時代的産物」と述べている。
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5）アンバンクトとアンダーバンクト、および次節

で述べる代替金融サービスについては、大橋陽氏

による一連の研究がある。紙幅の関係上、さしあ

たり大橋（2014）、大橋（2017）のみを挙げておく。

6）Cole and Greene （2016）, p. 1.

7）The Clearing House Association et al. （2021）, 

pp. 9-11.

8）Hilary, B. （2018） “Fintech out to start national 

bank clears one hurdle but faces more,” American 

Banker, Vol. 183, Issue 177, p. 1.

9）OCC（2017）, p. 3.

10）前田（2014）は、アメリカの金融機関が、リテー

ル金融の分野において収益を確保するために様々

な手数料を徴収する努力を行い、その結果、金融

機関にとって非金利収入が重要な収益源になった

ことを明らかにしている。

11）AFS は、フリンジ・バンキングともいわれる。

12）アンバンクトおよびアンダーバンクトは、年

収の約 10％を手数料や利息として AFS を提供す

る業者に支払っており、これは食費を超える額で

あるとされる。2012 年にアンバンクトおよびアン

ダーバンクトが、AFS を利用するために支払っ

た手数料と利息の合計は 890 億ドルに上る（OIG, 

2014, p. 2）。

13）AFS に対する各州の規制および、AFS の「大

きな問い」については大橋（2014）を参照。

14）「銀行の砂漠」は、生鮮食料品等の入手が困難

になることや、そうした地域を指す「食の砂漠」

（food deserts）の概念を銀行のサービスに当ては

めたものである。現在のところ「銀行の砂漠」の

厳密な定義は存在しないとされているが、人口が

集中する地域から 10 マイル以内に銀行の支店が

ない地域とするものが多いようである（Friedline　

et al., 2021, p. 33; Richardson et al., 2017, p. 3）。

15）空間空白仮説については Smith et al. （2008）、

AFS を提供する業者の立地に関する研究のサーベ

イは Dunham （2020）を参照。

16）また、銀行の支店数の減少は、物理的な拠点

の存在を前提とした CRA の見直しを迫る議論に

もつながっている。この点については、Zuluaga 

（2019）を参照。他方で、物理的な距離を強調し

すぎると、デジタル・チャネルの普及を過小評

価してしまうという批判もある。詳細は、Dante, 

H., Carrion, V. and Mondres, T. （2021） “The Real 

Story on Bank Branch Closures,” ABA Banking 

Journal, April 6.

 （https://bankingjournal.aba.com/2021/04/the-

real-story-on-bank-branch-closures/）を参照。

17）Hear ing  on  “Bank ing  Innovat i on  or 

Regulatory Evasion? Exploring Trends in 

Financial Institution Charters” before the 

U.S. House of Representatives Committee on 

Financial Services, Subcommittee on Consumer 

Protection and Financial Institutions, April 15, 

2021. 

 （https://financialservices.house.gov/events/

eventsingle.aspx?EventID=407533）

18）USPS の業務範囲は、2006 年の郵便改革法に

おいて郵便サービス等に限定されているため、新

たな業務を行うためには議会による立法措置が必

要となる。USPS に対して、どのような業務の権

限を与えるのかについては、各提案によって幅

がある。これまで議会に提出された法案等の概要

については、一般財団法人ゆうちょ財団（2021）、

pp. 16-19 を参照。

19）ここでは資産が 100 億ドル以下の銀行を指し

ている。

20）Miller, M. （2016） “Postal Banking Didn’t in 

1910 and It Won’t Now,” American Banker, Vol. 

181, Issue F358, p. 1.

21）Dayen, D. （2021） “USPS Begins Postal 

Banking Pilot Program,” The American Prospect, 
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October 4. （https://prospect.org/economy/usps-

begins-postal-banking-pilot-program/）

22）郵便局は、手数料として一律 5.95 ドルを徴収

する。

23）Polo, R., Hannah, L. （2021） “The Postal 

Service’s tiny check-cashing test sparks a big 

reaction,” American Banker, Vol. 186, Issue 192, pp. 

4-5.
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